
 

 

平成 28年度札幌市豊平館アドバイザー会議 

 

 

日時 平成 29 年３月 29 日（水） 

   14 時 00 分～       

会場 札幌市豊平館 下の広間 

 

次   第 

 

１ 開会  

２ 委員長・副委員長の選出 

３ アドバイザー会議の趣旨について 

４ 平成 28 年度の事業報告 

５ 平成 29 年度の事業計画 

６ 個別検討事案 

７ 閉会 

 

＜配布資料＞ 

資料１）出席者名簿 

資料２）席次表 

資料３）設置要綱 

資料４）アドバイザー会議の趣旨について 

資料５）平成 28 年度事業報告 

資料６）平成 29 年度事業計画 

資料７）個別検討事案 

 



 

出席者名簿 

 

 

【委 員】（外部委員五十音順） 

氏名 所属等 分野 

角 幸博 北海道大学名誉教授 文化財建造物 

木村 勉 長岡造形大学名誉教授 文化財建造物修理 

東田 秀美 ＮＰＯ法人「旧小熊邸倶楽部」代表 歴史的建造物活用 

西山 徳明 

北海道大学観光学高等研究センター  

センター長 

文化遺産観光 

羽深 久夫 札幌市立大学デザイン学部教授 文化財建造物 

川上 佳津仁 札幌市市民文化局文化部長 文化行政 

 

 

【オブザーバー】 

株式会社 NTT ファシリティーズ北海道 

 

 

【事務局】 

札幌市市民文化局文化部文化財課 
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座席表 

  

 

＜豊平館１階 下の広間＞ 

傍聴席 

川上 委員 

角 委員 

木村 委員 

西山 委員 

事務局 

委員長席 

羽深 委員 

出

入

口 

出入口 

東田 委員 

オ

ブ

ザ

ー

バ

ー 
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札幌市豊平館アドバイザー会議設置要綱 

 

平成２８年９月２８日 市民文化局長決裁 

（設置） 

第１条 札幌市豊平館の文化財としての適切な保存と活用の推進にあたり、専門的な

立場から意見を聴くため、札幌市豊平館アドバイザー会議（以下「アドバイザー会

議」という。）を設置する。 

 

（組織） 

第２条 アドバイザー会議は、次に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) 内部委員（札幌市職員）１名 

 (2) 外部委員（学識経験者等）５名以内 

２ 委員の任期は 1年とし、再任を妨げない。 

 

（委員長及び副委員長） 

第３条 アドバイザー会議に委員長及び副委員長各 1名を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選による。 

３ 委員長は、アドバイザー会議の会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

（所掌事務） 

第４条 アドバイザー会議は、次に掲げる事項について、意見交換を行うものとする。 

（1）札幌市豊平館の保存・管理に関すること。 

（2）札幌市豊平館の活用に関すること。 

（3）上記の他、札幌市豊平館に関すること。 

 

（会議） 

第５条 アドバイザー会議の会議は、必要に応じて市民文化局長が招集する。 

２ 委員長はアドバイザー会議の会議の議長となる。 

３ アドバイザー会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

４ アドバイザー会議の会議は、公開とする。ただし、その会議における議題が札幌

市情報公開条例第 7条に規定する非公開情報を扱う場合は非公開とする。 

 

（庶務） 

第６条 アドバイザー会議の庶務は、市民文化局文化部文化財課において行う。 

 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、アドバイザー会議の運営について必要な事項

は、文化部長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年９月２８日から施行する。 

資料３ 



 

（委員の任期に関する特例） 

２ 第２条第２項の規定によりこの要綱の施行の日以後最初に委嘱される委員の任

期は、同項の規定にかかわらず、平成２９年３月３１日までとする。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アドバイザー会議の趣旨について アドバイザー会議の趣旨について アドバイザー会議の趣旨について アドバイザー会議の趣旨について 

●修理整備等検討委員会で検討してきた以下の方針に基づいて適切に管理運営されているか、原則年に 1回開催し継続的に助言を得る。●修理整備等検討委員会で検討してきた以下の方針に基づいて適切に管理運営されているか、原則年に 1回開催し継続的に助言を得る。●修理整備等検討委員会で検討してきた以下の方針に基づいて適切に管理運営されているか、原則年に 1回開催し継続的に助言を得る。●修理整備等検討委員会で検討してきた以下の方針に基づいて適切に管理運営されているか、原則年に 1回開催し継続的に助言を得る。    

＜運用方針＞ ＜運用方針＞ ＜運用方針＞ ＜運用方針＞ 

・重要文化財の維持管理：豊平館を良好な状態で次代に継承する ・重要文化財の維持管理：豊平館を良好な状態で次代に継承する ・重要文化財の維持管理：豊平館を良好な状態で次代に継承する ・重要文化財の維持管理：豊平館を良好な状態で次代に継承する 

・文化活動拠点としてのマネジメント：市民の貴重な資源として有効に活用する ・文化活動拠点としてのマネジメント：市民の貴重な資源として有効に活用する ・文化活動拠点としてのマネジメント：市民の貴重な資源として有効に活用する ・文化活動拠点としてのマネジメント：市民の貴重な資源として有効に活用する 

豊平館アドバイザー会議 

札幌市文化財課 

豊平館指定管理者 

ファンクラブ 

ボランティア 

ガイド 

[札幌市豊平館アドバイザー会議] [札幌市豊平館アドバイザー会議] [札幌市豊平館アドバイザー会議] [札幌市豊平館アドバイザー会議] 

・ 修理整備等検討委員等により構成 

・ 専門的な立場から豊平館の保存活用に関して、継続的に市への助言を行う。 

・ 原則年に 1回開催。その他、必要に応じて開催。 

・ 豊平館での実績を踏まえ、将来的には、札幌市の文化財全体に対する助言を行うことを検討する。 

[指定管理者] [指定管理者] [指定管理者] [指定管理者] 

・ 指定管理者選定委員会により選定された事業者。豊平館の管理、各種事業運営の実務を担う。 

・ 重要文化財の保存活用を行うための知識・経験を備え、関係者間の調整等を行うマネージャーを置く。 

・ 日常的に市と連絡をとり、課題等があれば都度相談する。市は必要に応じてアドバイザー会議委員を紹介。 

[運営協議会] [運営協議会] [運営協議会] [運営協議会] 

・ 指定管理者、市、アドバイザー会議メンバー、ファンクラブ、ボランティアガイド等により構成。 

・ 定期的（3月に 1回以上）開催、管理業務の状況報告、課題、保存活用の向上に向けた協議を行う。 

[（仮）豊平館ファンクラブ] [（仮）豊平館ファンクラブ] [（仮）豊平館ファンクラブ] [（仮）豊平館ファンクラブ] 

・ 文化活動団体、市民、等により構成。清掃活動、行事など事業運営のサポートを行う。 

・ 会員は、貸室利用等で優待を受けられる等特典を設ける。 

＜参考：旧安田楠雄邸＞ 

保護管理は、修理委員会が修復整備や

管理運営について協議。2008 年から

NPO 法人たてもの応援団が管理運営を

受託。日常の公開、管理業務のほか、

季節ごとのイベントなどを行う。 

＜活用方針（日中）＞ ＜活用方針（日中）＞ ＜活用方針（日中）＞ ＜活用方針（日中）＞ 

 豊平館の歴史を伝える・学ぶことができる観光施設としての観覧を行う。建物そのものをミュージアムと

して捉え、できるかぎり建物本来の文化財としての価値を体感できるような活用を行う。 

 良好な建物の見学環境を維持するため、各種展示・什器等の設置にあたっては、建物の空間の理解や雰囲

気を妨げないよう配慮する。 

 来館者に豊平館の歴史や建築的価値をより深く理解してもらうため、常に質の高いガイドを提供する。 

＜自主事業について（日中・夜間共通）＞ ＜自主事業について（日中・夜間共通）＞ ＜自主事業について（日中・夜間共通）＞ ＜自主事業について（日中・夜間共通）＞ 

 豊平館の歴史や建物の魅力を十分に活かしたプログラムを実施し、観光客・市民ともに広く、また繰

り返し足を運んでもらえるよう創意工夫を行う。 

＜広報・PR について＞ ＜広報・PR について＞ ＜広報・PR について＞ ＜広報・PR について＞ 

 より多くの人に訪れてもらうため、メディア、旅行会社等への積極的な広報・PR を行う。 

 札幌市の文化財情報発信の拠点として、館内展示及びウェブ、パンフレット等で市内の他の文化財に関す

る情報も含めて発信していく。 

 年間パスの導入、ファンクラブ入会で年間パス発行等特典を設けるなど 

＜活用方針（夜間）＞ ＜活用方針（夜間）＞ ＜活用方針（夜間）＞ ＜活用方針（夜間）＞ 

市民の上質な「ハレの場」としての歴史を継承しながら、新しい文化をつくり出す市民交流機能として活

用。文化財の価値を活かして、創造的な活動に取組む幅広い市民・団体が活用できる場として運営する。 

＜貸室利用について＞ ＜貸室利用について＞ ＜貸室利用について＞ ＜貸室利用について＞ 

 市民を対象とした音楽会、講演会、会食、結婚式、展示会等の文化的イベント等に利用。 

 重要文化財としての保存を第一として、利用にあたっては、建物を傷めないよう特段の配慮をする。 

 市内外の文化団体、市民活動団体への周知を積極的に行い、貸室利用の促進を図る。 

資料４ 

許可 

承認 

運営協議会 

参加 

参加 

報告 

相談 

豊富な情報かつ参加者を飽きさ

せない質の高いガイドの実施

（福島：天鏡閣） 

参加者のニーズに応じた柔軟な

ガイド（福岡：旧福岡県公会堂貴

賓館） 

空間の理解や雰囲気を妨げな

い展示の工夫（山形：旧県庁庁

舎） 

仮設展示の際は、とくに床・壁面

を傷つけないよう配慮（同） 

観光客に人気が高く、リピータ

ーも多い貸衣装（函館：旧函館

区公会堂） 

建築技術を市民に知ってもらう

ワークショップ（NPO れきけん） 

←季節に応じたイ

ベントの実でファン

を確保（東京：旧安

田楠雄邸） 

→ 

専門家による歴史

講座とコンサートの

組み合わせ（横浜：

旧内田家住宅） 

修理整備等検討委員会における「運営方針」検討資料抜粋 修理整備等検討委員会における「運営方針」検討資料抜粋 修理整備等検討委員会における「運営方針」検討資料抜粋 修理整備等検討委員会における「運営方針」検討資料抜粋 



 

 

＜各室の使い方：日中＞ ＜各室の使い方：日中＞ ＜各室の使い方：日中＞ ＜各室の使い方：日中＞ 

 

＜各室の使い方：夜間＞ ＜各室の使い方：夜間＞ ＜各室の使い方：夜間＞ ＜各室の使い方：夜間＞ 

 

 

＜1F＞ 

◆会食所・下の広間・前室：自主事業スペース（カフェ・レストラン、ミュージアムショップ

など） 

◆皿部屋：カフェレストランのサービススペース（非公開） 

◆帳場：館内案内所（スタッフまたはガイド常駐） 

◆ユリ・フヨウ：貸室（会議など） 

◆ヒメユリ・ブドウ：公開を原則とした指定管理者の自主事業（ギャラリー貸し等）利用 

 

＜2F＞ 

◆廣間・前室、ススキとオミナエシ：貸室（音楽会、講演会、パーティ、会議、控室など） 

◆タケ・タケ寝間：廣間イベント利用時のサービススペース（非公開） 

◆ツバキ（旧式場）：貸室（小規模な講演会、会議、イベント控室など） 

◆ウメ・ウメ寝間、ムラサキ・ムラサキ寝間、シャクヤク・シャクヤク寝間：非公開 

◆バルコニー：非公開 ※ガイドツアー、写真撮影等スタッフ同行の場合は公開 

夜間 

メインエントランス メインエントランス メインエントランス メインエントランス 

寝間は夜間閉鎖 

附属棟 

附属棟 

貸室スペース 

貸室スペース 

自主事業のために 

占有できるスペース 

企画展･ｷﾞｬﾗﾘｰ貸しな

ど 

自主事業のために 

占有できるスペース 

ｶﾌｪ･ﾚｽﾄﾗﾝ、ﾐｭｰｼﾞｱﾑｼｮｯ

ﾌﾟなど 

2 階展示室は夜間閉鎖 

 

＜1F＞ 

◆会食所・下の広間・前室：自主事業スペース（カフェ・レストラン、ミュージアムショッ

プなど） 

◆皿部屋：カフェレストランのサービススペース（非公開） 

◆帳場：館内案内所（スタッフまたはガイド常駐） 

◆ユリ・フヨウ：映像等展示、部屋そのものを観覧 

◆ヒメユリ・ブドウ：指定管理者の自主事業（ギャラリー貸し等）利用 

 

＜2F＞ 

◆廣間・前室、ススキとオミナエシ：部屋そのものを観覧 

◆タケ・タケ寝間：非公開 

◆ツバキ（旧式場）：映像等展示、部屋そのものを観覧 

◆ウメ・ウメ寝間、ムラサキ・ムラサキ寝間、シャクヤク・シャクヤク寝間：重点展示 

◆バルコニー：非公開 ※ガイドツアー、写真撮影等スタッフ同行の場合は公開 

メインエントランス メインエントランス メインエントランス メインエントランス 

自主事業のために 

占有できるスペース 

観覧･展示スペース 

附属棟 

附属棟 

観覧･展示スペース 

自主事業のために 

占有できるスペース 

企画展･ｷﾞｬﾗﾘｰ貸し

など 

ｶﾌｪ･ﾚｽﾄﾗﾝ、ﾐｭｰｼﾞｱﾑｼｮｯ

ﾌﾟなど 

ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝ 

ｶﾞｲﾄﾞｽﾃｰｼｮﾝ 

※ﾑﾗｻｷ寝間は、構造的

な制約から展示物の

設置無し 



札幌市豊平館 平成２８年度 事業報告概要

資料５

ⅠⅠⅠⅠ 事業実績値事業実績値事業実績値事業実績値

平成28年度 観覧者数 貸室利用率平成28年度 観覧者数 貸室利用率平成28年度 観覧者数 貸室利用率平成28年度 観覧者数 貸室利用率

総合満足度総合満足度総合満足度総合満足度

（お客様満足度）（お客様満足度）（お客様満足度）（お客様満足度）

接遇満足度接遇満足度接遇満足度接遇満足度

指定管理者目標値 18,000人 65％ 85％ 85％

実績値（2月末現在） 18,940人 24％ 88％ 76％実績値（2月末現在） 18,940人 24％ 88％ 76％実績値（2月末現在） 18,940人 24％ 88％ 76％実績値（2月末現在） 18,940人 24％ 88％ 76％

札幌市の目標値 ― 60％ 80％ 80％

＜利用者数等の実績値＞

（１） 観覧者数は、目標値を上回ることができたが、閑散期の取り組みについて公園内含む他施設との意見交換

を参考に、利用者の利便性を考えた事業内容について検討。

（２） 貸室については、使用時間の設定、各室の照度、備品の設定、ゴミの回収等要望に対する課題が多く次年

度に向け対策が必要。

（３） 自主事業スペースの貸室案を実施し、日中帯の貸室利用者への利便性を図ることができたが、見直し等改

善策も次年度に向け必要。

＜平成28年度実施事業計＞ ＜平成28年度実施自主事業＞＜平成28年度実施事業計＞ ＜平成28年度実施自主事業＞＜平成28年度実施事業計＞ ＜平成28年度実施自主事業＞＜平成28年度実施事業計＞ ＜平成28年度実施自主事業＞

H28度講座・イベント事業 回数等

１ 豊平館に関する建築文化の講 座 ４回

２ 文化財施設に関する講座 １回

３ 地域の歴史文化に関する講座 １回

４ 教育施設へ学習の場として連携 １回

５ リニューアルオープンニングイベント １回

６ レコード鑑賞会 7日間

７ 音楽鑑賞会（コンサート） ２回

８ 八窓庵との連携（鴨々川ノスタルジア） ２日間

９ カルチャーナイト連携イベント １回

10 ゆきあかり協賛事業 3日間

11 その他 ―

H28年度自主事業 時期等

１ 自動販売機の設置 5月～

２ 備品の展示 6月～

３ 飲食事業の実施 8月～12月

４ カフェ事業の実施 8月～12月

５ 日本ハム入団発表式典 11月

６ 自主事業ｽﾍﾟｰｽの貸室事業 11月～

７ 物販 準備

８ ブライダルに関する事業 準備

９ その他 ―

ⅡⅡⅡⅡ 開催・実施事業開催・実施事業開催・実施事業開催・実施事業

Ⅲ 実施されたイベント等抜粋Ⅲ 実施されたイベント等抜粋Ⅲ 実施されたイベント等抜粋Ⅲ 実施されたイベント等抜粋

H28年度 貸室利用用途抜粋 実施主体 実施月

１ 道市懇談会 北海道 6月

２ PMF（パシフィック・ミュージック・フェスティバル）2016 PMF 7月

３ 冬の都市市長会議 札幌市 7月

４ 札幌MICE 札幌市 7月

５ さっぽろまちづくりパートナ会議 札幌市 11月

６ 日本ハム入団発表式典 指定管理者 11月

７ 札幌市冬季アジア競技大会（行啓） 北海道 2月

ⅣⅣⅣⅣ その他その他その他その他

【H28年度 月間観覧者数（内訳）】【H28年度 月間観覧者数（内訳）】【H28年度 月間観覧者数（内訳）】【H28年度 月間観覧者数（内訳）】 ※表記内容は全て2月末現在※表記内容は全て2月末現在※表記内容は全て2月末現在※表記内容は全て2月末現在
【年間パスポート利用状況】【年間パスポート利用状況】【年間パスポート利用状況】【年間パスポート利用状況】

【年間パスポート利用状況】【年間パスポート利用状況】【年間パスポート利用状況】【年間パスポート利用状況】

【年代別購入状況】【年代別購入状況】【年代別購入状況】【年代別購入状況】

【貸室利用者増に向けた実施内容と対策】【貸室利用者増に向けた実施内容と対策】【貸室利用者増に向けた実施内容と対策】【貸室利用者増に向けた実施内容と対策】

観覧者数（年間目標数：18,000人）観覧者数（年間目標数：18,000人）観覧者数（年間目標数：18,000人）観覧者数（年間目標数：18,000人）

【観覧者増に向けた実施内容と対策】【観覧者増に向けた実施内容と対策】【観覧者増に向けた実施内容と対策】【観覧者増に向けた実施内容と対策】

【H28年度 貸室利用者（内訳）】【H28年度 貸室利用者（内訳）】【H28年度 貸室利用者（内訳）】【H28年度 貸室利用者（内訳）】 ※表記内容は全て2月末現在※表記内容は全て2月末現在※表記内容は全て2月末現在※表記内容は全て2月末現在

【用途別利用状況】【用途別利用状況】【用途別利用状況】【用途別利用状況】

項番 課 題 対 策 進 捗

１ 落雪対策について2（明かり取窓） 窓割れ防止にガード取り付け 指定管理者にて対策済

２ 貸室の照明が暗い 明るさ改善 LED100Wへ交換し状況判断中

３ 事務室窓ｺｰﾙﾄﾞドﾗﾌﾄ対策について 透明断熱フィルム貼り 札幌市にて対策済

４ 附属棟１・２階の温度差対策 天井ファン設置 市に提案中

５ 附属棟1階事務室セキュリティ対策 設置ｲﾒｰｼﾞのｼｭﾐﾚｰｼｮﾝ継続 市に提案中

６ スロープ転倒防止対策について ゴムマット設置 札幌市にて対策済

７ 落雪対策について1（受付前窓ガラス） 元設計に相談する方向で検討 市と協議中

８ 出入り口からの寒気対策 自動扉にスイッチ取り付け 市に提案中



札幌市豊平館 平成２９年度 事業計画概要

ⅠⅠⅠⅠ 総括的事項に関する取組み総括的事項に関する取組み総括的事項に関する取組み総括的事項に関する取組み

事業目標値事業目標値事業目標値事業目標値

平成29年度 観覧者数 貸室利用率

総合満足度

（お客様満足度）

接遇満足度

指定管理者目標値指定管理者目標値指定管理者目標値指定管理者目標値 22222222,000人人人人 70％70％70％70％ 85％％％％ 85％％％％

札幌市の目標値 21,000人 60％ 80％ 80％

Ⅱ 統括管理業務の実施内容Ⅱ 統括管理業務の実施内容Ⅱ 統括管理業務の実施内容Ⅱ 統括管理業務の実施内容

１．管理運営組織の確立１．管理運営組織の確立１．管理運営組織の確立１．管理運営組織の確立

（１） 研修計画に基づく各種研修効果と合わせ、基礎力・応用力を

向上させ、スキルアップを図ります。

（２） おもてなしの心をポイントとして、常にお客様ニーズの視点から

行動し、施設利用者に親しまれ、喜ばれる人材を育成していき

ます。

（１） 事業日誌の効果的運用を実施します。

（２） 「札幌市豊平館運営協議会」、「サービス向上委

員会」等の開催します。

（３） 環境問題、個人情報保護問題等、ISO及び

ISMS認証取得企業としての取組みを行います。

（４） 指定管理を受けている各施設と、情報交換を行

い、施設運営・ｻｰﾋﾞｽﾚﾍﾞﾙ向上を図ります。

＜利用者数等の目標値＞

資料６

豊平館の管理運営が的確・確実に実施できる組織体制を確立

することとします。

３．管理水準の維持向上に向けた取組３．管理水準の維持向上に向けた取組３．管理水準の維持向上に向けた取組３．管理水準の維持向上に向けた取組

４．札幌市及び関係機関との連絡調整４．札幌市及び関係機関との連絡調整４．札幌市及び関係機関との連絡調整４．札幌市及び関係機関との連絡調整

札幌市豊平館運営協議会H29年度メンバー構成

札幌市 １名 豊平館関係団体 ２名 地元自治会 １名札幌市 １名 豊平館関係団体 ２名 地元自治会 １名札幌市 １名 豊平館関係団体 ２名 地元自治会 １名札幌市 １名 豊平館関係団体 ２名 地元自治会 １名

指定管理者 １名指定管理者 １名指定管理者 １名指定管理者 １名 ボランティア代表者 １名ボランティア代表者 １名ボランティア代表者 １名ボランティア代表者 １名 利用者代表 １名利用者代表 １名利用者代表 １名利用者代表 １名

２．人材育成・研修計画２．人材育成・研修計画２．人材育成・研修計画２．人材育成・研修計画

＜平成29年度実施事業計画＞ ＜平成29年度自主事業計画＞＜平成29年度実施事業計画＞ ＜平成29年度自主事業計画＞＜平成29年度実施事業計画＞ ＜平成29年度自主事業計画＞＜平成29年度実施事業計画＞ ＜平成29年度自主事業計画＞

H29年度計画

開催

回数

１ 豊平館に関する建築文化の講座 ４回

２ 文化財施設に関する講座 １回

３ 地域の歴史文化に関する講座 １回

４ 教育施設へ学習の場として連携 適宜

５ 中島公園近郊文化財めぐり １回

６ レコード鑑賞会 ２回

７ 音楽鑑賞会（コンサート） ４回

８ 八窓庵と連携した見学体験ツアー 2日間

９ カルチャーナイト連携イベント １回

10 他施設との連携事業 ５回

11 その他（ワークショップ含む） ４回

実施事業計画

１ ブライダル事業 新規

２ 物販 新規

３ 飲食事業の展開 新規

４ 共通券の発行 新規

５ 自主事業スペースの貸室事業 継続

６ 飲食事業（ケータリング） 継続

７ 自動販売機の設置 継続

８ 備品展示 継続

９ その他 ―

◇自主事業の考え方

豊平館の設置目的を踏まえ、一般の利用を

妨げないように配慮し、来館者・市民が利用、

参加しやすい事業を実施します。

２．自主事業につて２．自主事業につて２．自主事業につて２．自主事業につて

（１） 飲食事業 ： 連携企業の数社へ提携をイメージした際の条件等協議中。

（２） 物販事業 ： 文化財の絵葉書、ポスター等からスタートし、販売状況によりオリジナルグッズを検討。

（３） 貸室事業 ： 自主事業スペースの貸室事業の拡大に向けた使用条件の見直しを検討。

（４） ブライダル事業 ： 豊平館をロケーションとした「ブライダルフォト」を検討。※プラン設定

３．その他３．その他３．その他３．その他

豊平館の設備維持管理等の提案事項は年度計画の中で提案し、札幌市と協議の上、実施に向け検討します。

※各項目は仮称

Ⅳ．事業の計画及び実施内容Ⅳ．事業の計画及び実施内容Ⅳ．事業の計画及び実施内容Ⅳ．事業の計画及び実施内容

１．基本的な実施方針１．基本的な実施方針１．基本的な実施方針１．基本的な実施方針

＜講座別の理解度・満足度の目標値＞＜講座別の理解度・満足度の目標値＞＜講座別の理解度・満足度の目標値＞＜講座別の理解度・満足度の目標値＞

達成目標達成目標達成目標達成目標 H28年度年度年度年度 H28年度実績年度実績年度実績年度実績 H29年度年度年度年度

参加者理解度参加者理解度参加者理解度参加者理解度

指定管理者目標値指定管理者目標値指定管理者目標値指定管理者目標値 70％％％％

84％84％84％84％ 札幌市と協議

札幌市の目標値 60％

参加者満足度参加者満足度参加者満足度参加者満足度

指定管理者目標値指定管理者目標値指定管理者目標値指定管理者目標値 85％％％％

85％％％％ 札幌市と協議

札幌市の目標値 80％

（１） 重要文化財としての価値、愛護精神を育むための情報収集を行ない、広く市民に提供します。

（２） ボランティアによる、豊平館に関するガイドを行い、市民来館者等に情報等提供します。

Ⅲ 施設・設備等の維持管理に関する業務の実施内容Ⅲ 施設・設備等の維持管理に関する業務の実施内容Ⅲ 施設・設備等の維持管理に関する業務の実施内容Ⅲ 施設・設備等の維持管理に関する業務の実施内容

１．維持管理業務計画１．維持管理業務計画１．維持管理業務計画１．維持管理業務計画

（１） 各業務の実施にあたり、安全確保を第一優先とし、市民サービスの向上に十分に配意します。また、文化財

保護に留意し、法令の遵守を徹底し、善良なる管理者の注意をもって管理します。

・ 春先の建物簡易点検 ・ 建物劣化調査 ・ 冬前の建物簡易点検 ・法１２条点検・ 春先の建物簡易点検 ・ 建物劣化調査 ・ 冬前の建物簡易点検 ・法１２条点検・ 春先の建物簡易点検 ・ 建物劣化調査 ・ 冬前の建物簡易点検 ・法１２条点検・ 春先の建物簡易点検 ・ 建物劣化調査 ・ 冬前の建物簡易点検 ・法１２条点検

報告書は、「整備提案シート」「整備提案箇所位置図」「外壁劣化調査位置図」「中期保全計画一覧」「整備提案シート」「整備提案箇所位置図」「外壁劣化調査位置図」「中期保全計画一覧」「整備提案シート」「整備提案箇所位置図」「外壁劣化調査位置図」「中期保全計画一覧」「整備提案シート」「整備提案箇所位置図」「外壁劣化調査位置図」「中期保全計画一覧」の４パ

ターンとします。

２．防災業務についての基本的な考え方２．防災業務についての基本的な考え方２．防災業務についての基本的な考え方２．防災業務についての基本的な考え方

日常の安全管理は、安全管理体制・緊急時対応体制を整え、定期的な点検や防災訓練活動を実施します。

また、「危機管理マニュアル」「緊急連絡体制図」「危機管理マニュアル」「緊急連絡体制図」「危機管理マニュアル」「緊急連絡体制図」「危機管理マニュアル」「緊急連絡体制図」等マニュアルの現行化を行い、運用することで、施設利用者の

安全を確保します。


